
車中泊避難者への支援について

避難生活の環境変化に対応した支援の実施に関する検討会（第４回）
令和５年１０月２５日（水）

資料１





ご議論いただきたい事項

◆ 車中泊避難をどのように考えるか。
－ 車中泊避難を行うに当たっての条件をどのように考えるか
ー 車中泊避難場所の事前の指定や公表のあり方について

◆ 車中泊避難者に対する支援の内容をどのように考えるか。
ー 車中泊避難場所が備えるべき機能について

◆ 車中泊避難場所の運営・管理方法をどのように考えるか。
ー 車中泊避難場所の運営・管理の担い手について
ー 車中泊避難場所の開設期間の考え方について
ー 車中泊避難場所として活用することが想定される場所・施設について
ー 指定避難所と車中泊避難場所を兼ねる場合の支援の留意点について

1



車中泊避難に係る現状について
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出典：内閣府「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書」（2017）

○ 平成28年の熊本地震において避難者が避難先とした場所（複数選択可）について、回答者全体の74.5％が車
中泊を経験したと回答しているほか、50.9％が自宅（在宅避難）を経験したと回答しており、避難所と回答した割
合（45.3％）を上回っている。

○ 避難場所の切り替えについて、全体の約半数が「最初から車中泊・テント泊・トレーラーハウスなど、避難所以外の
場所に避難した」と回答している。

熊本地震での車中避難者
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車中泊避難を行った理由

・余震が怖くて避難所に避難したくなかった。
・避難所が満員で、トイレも食事配給も長蛇の列で居られなかった。
・自主避難所に避難したが、食事や水の配布がなかったため、車中泊に切り替えた。
・年老いた祖母と、幼い姪っ子がいたため、避難所には行かなかった。
・ペットがいるため避難所という選択肢を持てなかった。
・乳児を連れて避難所にいたが、夜中に泣いてしまうため、夜は車中泊をした。
・空き巣などが気になったため。
・積載してある財産管理のため。

○ 平成28年の熊本地震において、車中泊を行った理由として下記のような意見があった。

出典：内閣府「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書」（2017） 4



車中泊避難者等の対応策における課題例
〇 災害時にテント泊や車中泊の避難者を想定した対応策を検討している自治体は、全体の45.2％に留まる。

出典：内閣府「平成28年度避難所における被災者支援に関する事例等報告書」（2017）

【検討していないと回答した自治体の回答理由】
・想定される避難者すべてを、市内の避難所で受け入れられるため
・避難所への避難誘導を優先して行うため
・エコノミークラス症候群の発症が懸念されることから、車中泊での避難は好ましいとは言えず、計画などに盛

り込むと車中泊が肯定される懸念がある
・対応可能な施設やスペースがない
・テント泊や車中泊の避難者を想定していない
・必要性を感じない
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車中泊避難訓練の例（高知防災プロジェクト）
○ 高知防災プロジェクトでは、車中泊の受入に特化した避難訓練を実施している。
○ 訓練では講演・ゾーニング・受付・巡回支援の確認等を行っている。具体的には、”ゾーニング”では車中泊専用スペース

と一般車両の駐車スペースのエリア分け、”受付”では車中泊の希望者に駐車許可証を発行、誘導、予め決定した配
置に沿って駐車を促す、”巡回支援”ではスタッフが定期的に巡回して健康状態を確認する、といった運営方法の確認
等を行っている。

出典：内閣官房「国土強靭化 民間の取組事例集」（2021） 6



〇 災害時にやむをえず車中泊避難をする場合のポイントについて整理した「車中泊避難ヘルプBOOK」を国内自動車
メーカーが作成し、公表するなど、民間企業においても車中泊に備えた取組が行われている。

〇 車中泊避難の注意点やエコノミークラス症候群の予防、備蓄等の災害への備え等について整理されているほか、車の
ボディタイプ別のシートアレンジについても紹介されている。

民間企業における取組の例

出典：トヨタ自動車株式会社「車中泊避難ヘルプBOOK」（2023） 7



車中泊の考え方について
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車中泊避難の想定
○ 内閣府、厚生労働省、消防庁、観光庁は、「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ」

（第３版）において、車中泊避難者への対応を示している。
○ ペットの世話やプライバシー確保など様々な理由により車中泊を選択する避難者が想定されるとしているほか、感染

症下の状況では、車中泊が増えることが想定されるとしている。

（車中泊への対応）
やむを得ず車中泊をしている人への対応は、どのような点に留意すべきでしょうか。

ペットの世話やプライバシー確保など様々な理由により車中泊を選択する避難者が想定され、感染症の現下の状況では、車中泊が
増えることが想定されます。そのような時は、次のことに留意する必要があります。

・豪雨時は、車での屋外の移動は危険であること、また、やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認
しておくことを周知します。

・車中泊のためのスペースを確保する場合には、できる限り施設内の駐車場など一か所にまとめて車両スペースを確保します。夜間の
安全確保のため、照明のある場所が望ましいです。

・市町村が車中泊のためのスペースを確保する場合などにおいては、食料等必要な物資の配布や、保健師等による健康相談等を受
けられる場所等の情報を車中泊の避難者に伝え、支援を受けられるよう促します。また、物資の配布等を通じて車中泊の避難者の
情報を把握できるようにします。

・いわゆるエコノミークラス症候群の対策として、（別紙１０）を避難者等に配布し、歩行や水分補給等を進めるなど、避難者への
適切な支援を行うとともに、ホテル・旅館、研修所、その他宿泊施設等の避難所を活用することも考えられます。

・車のように狭く気密な空間では短時間で車内の温度が上昇しやすく、熱中症の危険性が高まります。車両スペースはできるだけ日
陰や風通しの良い場所を確保し、車用の断熱シートや防虫ネット、網戸を使用する等の工夫をします。また、車のエンジンをかけたま
まカーエアコンを入れていても、暑い場所では自動車はオーバーヒートしてエンジンが停止してしまうため、特に乳幼児等の自分で行動で
きない者を車の中で一人にさせないようにします。

・夜間等寝るときにエンジン、エアコンをつけたままにすることは避けるようにします。

■ 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ」（第３版）（抜粋）
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自動車避難と車中泊避難の区別
○ 新潟県では、防災に役立つ各種パンフレットを作成し、防災意識啓発に活用している。
○ パンフレットでは、緊急時に車で避難する“自動車避難”と避難生活において車を使用する“車中泊避難“を区別した

上で、災害時にやむをえず車中泊避難をする場合に備えて、注意するポイントなどをパンフレットに整理し、公表している。
○ エコノミークラス症候群については、チェックリストを作成し、リスクの高い人への注意喚起を行っているほか、併せて対処

方法や救護所に行く必要がある場合の例を示している。

資料提供：新潟県
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前提として、 車中泊避難への対応など防災対応のあり方については、 九都県市においても、 地域性に応じ多様であり、 以下は、 そうした状況を踏まえた共通
的な課題に対する取りまとめ事項である。
（ １） 避難所を運営する各自治体の構成要素（ 人口、 面積、 空地状況等） により差はあるものの、 適切な生活支援を行うため、 基本的には避難所避難

を推進すべきである。ただ、 避難所での生活を快適なものにするため、 設備の更なる充実が必要である。また、 設備の充実だけでなく 、 女性の視点や要配慮
者の視点を反映した避難所運営が行われるような環境整備などソフト対策を併せて推進していく必要がある。

（ ２） 車中泊避難については、３ （ ４） ア～ウなど深刻な問題点が存在しており、 九都県市として推奨するものではないことを、 明確にしておく必要がある。
（内閣府注： ３ （ ４） ア 避難者の把握が困難であること、イ 災害関連死及び健康被害リスク、情報伝達等の難しさ、ウ 車中泊をする場所による災害
対策への影響）

（ ３） 車中泊避難には、 プライバシーの確保等を求めて行われる場合も多く 、 車中泊避難を選択する者が発生してしまう場合には、 各自治体が現行の包括
的な避難者支援の一環として対応を検討する。

（ ４） 車中泊避難に伴う健康被害は極めて重要な問題であり、 その対応は必須である反面、 啓発方法を誤り、 車中泊避難を推奨しないという大前提が伝
わらず、 その健康被害への対応方法のみが住民に伝わってしまうと、 結果として自ら車中泊避難を選ぶ者を生み、 公助を困難にする可能性がある。 したがっ
て、 車中泊避難によるリスク等を住民に正確に周知することで車中泊避難の選択の抑止につなげるとともに、 様々な事情で車中泊避難を選択せざるを得な
い住民に対しては健康被害のリスク等を回避・ 低減できるよう、 広報のあり方等を検討する必要がある。

（ ５） これまでは、 災害発生のたびに、 被災自治体等において避難所での生活も踏まえたエコノミークラス症候群の予防対策が示されてきたが、 その内容は必ず
しも具体的なものではなく 、 また、 医学的に統一的な見解も示されていない。 車中泊の生活実態等を捉え、 その全体を俯瞰した視点による医学的知見に
基づく 検討が必要と考える。

自治体の取組の例（九都県市首脳会議）

○ 九都県市首脳会議※では、車中泊による避難について、災害時における避難者の生命・健康に直結する喫緊の課
題であるとともに、避難者が多く発生する首都圏における広域的な共通課題であることから、対応について検討するた
め「大規模地震における車中泊による避難者への対応研究会」を設置し、議論を行った。
※埼玉県・千葉県・東京都・神奈川県の知事、横浜市・川崎市・千葉市・さいたま市・相模原市の市長により構成

○ とりまとめでは、車中泊は状況把握の困難、健康被害リスク等から九都県市として推奨するものでないことを明確化
するとともに、車中泊避難を選択する者が発生してしまう場合には、 各自治体が現行の包括的な避難者支援の一環
として対応を検討することとしている。

○ また、様々な事情で車中泊避難を選択せざるを得ない住民に対しては健康被害のリスク等を回避・ 低減できるよう、
広報のあり方等を検討する必要があるとしている。

出典：第73回九都県市首脳会議 報告事項 （2018）http://www.9tokenshi-syunoukaigi.jp/0ea802c64e6ee97aead3f4d439bf89651c26b3bb.pdf 11



自治体の取組の例（群馬県）
○ 群馬県では、令和３年に「災害時における避難の基本的考え方－群馬県避難ビジョン－」を策定し、分散避難等

の取組を進めており、避難の選択肢として在宅避難、ホテル避難、縁故避難に加え、車中避難を位置づけている。
○ 車中泊を検討する際には、健康への影響を考慮して検討することとしており、妊産婦等のハイリスクの方は車中泊を

避けるべきとしている。また、エコノミークラス症候群対策や口腔ケアは、避難初期から実施することとされている。
○ 車中避難の実施期間は発災前後１、２日程度の「命を守る避難」の選択肢として位置付けられている。

出典：群馬県 「災害時における避難の基本的考え方－群馬県避難ビジョン－」（2021）

自家用車の中で避難するいわゆる車中避難を考える際には、健康への影響を考慮して検討する。特に静脈血栓塞
栓症（エコノミークラス症候群）や肺炎に注意し、妊産婦等のハイリスクの方は発症の危険性が高いため、車中避難は
避けるべきである。また、こまめな水分補給、軽い運動、弾性ストッキングの活用といったエコノミークラス症候群対策や口
腔ケアは、避難初期から実施する。

自家用車等を利用して避難する際は、交通渋滞が発生する前に早めに行動することや、移動中に被災しないために、
経路及び駐車場所についてハザードマップ・防災マップ等を利用して安全性を確認することが必要。

なお、少なくとも、市町村からの避難指示が出される前に避難行動をとる必要がある。
こうしたことと併せて、車中避難は発災前後１、２日程度の「命を守る避難」の選択肢として位置付ける。
県民の多くが日頃から車で移動しており、災害時においても多くの方が車で移動、避難することが想定されることから、

車中避難の注意事項等を県民と共有する取組みとして避難キャンプ（仮称）を関係団体と連携しながら進める。

■ 「災害時における避難の基本的考え方－群馬県避難ビジョン－」 （抜粋）
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自治体の取組の例（徳島県）
○ 徳島県では、災害時には、一定程度の「車中泊」する者が出ることは否めず、実情を踏まえた対策（事前準備や災

害時の対応等）の検討が必要であることから、「徳島県災害時相互応援連絡協議会」での議論を経て、「災害時の
『車中泊』対応ガイドライン」を取りまとめ、管内の自治体に送付している。

○ 車中泊は原則として推奨しないとしつつも、一定程度の車中泊避難者が発生することを想定し、事前の準備や災害
時の対応について示している。

○ また、車中泊の留意点や事前の準備（水、食糧、携帯トイレ等）などについて平時から住民に啓発することとされて
いる。
■ 徳島県「災害時の「車中泊」対応ガイドライン」（抜粋）
１ 前提

災害時の「車中泊」は、エコノミークラス症候群や熱中症、一酸化炭素中毒等健康面から留意すべき点が多いことから、原則とし
て「推奨しない」こととする。

※一部の「要配慮者」で車避難せざるを得ないことが想定される場合については、「個別避難計画」の策定等を通じて、事前に関
係者間で協議しておく必要がある。

２ 現状と課題
一方、令和３年度「徳島県地震・津波県民意識調査」において、避難先への移動手段については、「①徒歩で（62.4％）」に

次いで「②車で（25.3％）」となっており、また「車で」と回答した者のうち、少なくとも56.7％は「車中泊する」と回答している。さらに、
コロナ禍の避難先候補（複数回答）についても、「①指定避難所（59.0％）」に次いで「②車中泊（45.8％）」となっている。

加えて、熊本地震や昨今の豪雨災害の被災地での避難状況も勘案すると、「車中泊」を推奨しないとしても、一定程度の「車中
泊」する者が出ることは否めず、避難者の安全の確保を図るためには、実情を踏まえた対策（事前準備や災害時の対応等）の検
討が必要である。

５ 住民への啓発
・「車中泊」の留意点や事前の準備（水、食糧、携帯トイレ等）などについて、平時から広報誌や防災行政無線等により、住民に
啓発する。

資料提供：徳島県 13



避難所の指定・公示について
○ 災害対策基本法により、事前に指定・公示される「指定避難所」のほか、発災時において設置した指定避難所の

数では不足する場合には、公的宿泊施設、旅館、ホテル等の借り上げ等により避難所を確保することとされている。
○ また、指定避難所の指定は、一定の生活環境が確保された避難所の量的な確保を図り、発災時に迅速に提供

することができるようあらかじめ指定することとしているものであり、指定避難所として指定されていない施設を災害発生
後の状況に応じ、臨時に避難所として使用することも差し支えないとされる。

○ただし、災害対策基本法第86条の６に規定される生活環境の確保に努めることは、臨時の避難所であっても求めら
れる。

指定避難所 指定避難所以外で開設された避難所

災対法第86条の６
災害応急対策責任者は、災害が発生したときは、法令又は防災計画の定めるところにより、遅滞なく、避難所を供与するとともに、当該避難所に係る
必要な安全性及び良好な居住性の確保、当該避難所における食糧、衣料、医薬品その他の生活関連物資の配布及び保健医療サービスの提供その
他避難所に滞在する被災者の生活環境の整備に必要な措置を講ずるよう努めなければならない。

・災害対策基本法に基づき、平時から指定しなければならない。
・指定に当たっては場所の管理者の同意を得ることが必要である
ほか、指定してした場合はその旨を公示する必要がある。

・指定避難所は指定基準を満たすことが必要。

・設置した指定避難所の数では不足する場合には、公的宿泊
施設、旅館、ホテル等の借り上げ等により避難所を確保するこ
と(取組指針)とされている。

14



京都府の車中避難場所の取組
○ 京都府では、令和２年に実施した避難所等緊急実態調査により、風水害における避難において指定避難所では

収容力が必ずしも十分といえないことが明らかになったことから、風水害時において、自宅や親戚・知人宅において災
害の危険性があり、指定緊急避難場所に避難が出来ない場合に、車により緊急避難し、車内で安全を確保するた
めの車中避難場所（車により一時的に安全確保ができる場所）を設定。

※災害対策基本法に基づく指定緊急避難場所（指定避難所）として、市町村長が指定しているものではない
〇 車中避難場所は、公共施設の他、民間事業者にも協力を依頼し、府内全体で59か所が公表されている。

・ 公表されている情報としては、施設名や住所に加え、常時開放しているか、避難者の管理があるか、駐車場台数、駐車場料金、トイレ・障害者用トイレ
の有無、水道、電気、ハザードの指定等が示されている。

・ 車中避難場所の注意事項を示しており、その例は下記のとおり。
・水や食料の提供はありません。
・ゴミは、必ず各自で持ち帰って下さい。駐車場内に、ゴミを捨てないで下さい。
・車の中で長時間座っていると、エコノミークラス症候群や一酸化炭素中毒の危険性がありますので、下記の予防策をとるようにし、避難者各自で健康
管理を行って下さい。

・避難指示が解除されたら、速やかに、車中避難場所から退去してください。
・避難情報の解除が長引き、概ね一晩を超えて避難する状況に陥った際は、エコノミークラス症候群の予防のため、避難者各自で、最寄の避難所へ
避難するようにお願いします。

・車中避難場所で起きた事故等については、施設管理者、市町村、京都府で一切の責任を負いません。
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京都府の車中避難場所の取組について②

○ 京都府では、車中泊避難場所についても、マルチハザード情報提供システム上で示すことができるようにしており、指
定緊急避難場所、指定避難所等と重ねて表示することができるようになっている。
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車中泊の位置づけを検討する際の視点について

◇ 車による避難と車を利用した避難生活（＝車中泊避難）を区別した上で、分散避難の観点や
ペット同伴避難、障害等の関係から避難所での共同生活が難しい避難者もいることから、避
難所、在宅、車中泊といった避難生活の選択を確保する観点も重要と考えられる。
こうしたことを踏まえ、車中泊避難をどのように考えるか。原則として車中泊は推奨しない
が、一定程度、車中泊をする者が出ることを踏まえた対策の検討をすべきという方針につい
てどのように考えるか。

◇ 車中泊避難を行うに当たっては、エコノミークラス症候群への対策や妊産婦等のハイリスク
の方は車中泊を避けることとするなどの条件が考えられるが、他に考えられる条件はどのよ
うなものがあるか。
また、健康被害等のリスクを回避・低減するための広報のあり方をどのように考えるか。

◇ 車中泊避難場所については、管理運営等の観点や健康管理のための状況把握や物資支援を考
えると、事前に指定しておき、その場所へ避難を誘導することが望ましいと考えられるが、
事前の指定・公表についてどう考えるか。
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車中泊避難者に対する支援の内容について
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車中泊をしている人への対応について
○ 内閣府、厚生労働省、消防庁、観光庁は、「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ」

（第３版）において、車中泊避難者への対応を示している。
○ 車中泊避難者に対しては、食料等必要な物資の配布、保健師等による健康相談、車中泊の避難者の情報把握、

エコノミークラス症候群の対策を進めるなど、適切な支援を実施することが考えられるとされている。

（車中泊への対応）
やむを得ず車中泊をしている人への対応は、どのような点に留意すべきでしょうか。

ペットの世話やプライバシー確保など様々な理由により車中泊を選択する避難者が想定され、感染症の現下の状況では、車中泊が
増えることが想定されます。そのような時は、次のことに留意する必要があります。

・豪雨時は、車での屋外の移動は危険であること、また、やむを得ず車中泊をする場合は、浸水しないよう周囲の状況等を十分確認
しておくことを周知します。

・車中泊のためのスペースを確保する場合には、できる限り施設内の駐車場など一か所にまとめて車両スペースを確保します。夜間の
安全確保のため、照明のある場所が望ましいです。

・市町村が車中泊のためのスペースを確保する場合などにおいては、食料等必要な物資の配布や、保健師等による健康相談等を受
けられる場所等の情報を車中泊の避難者に伝え、支援を受けられるよう促します。また、物資の配布等を通じて車中泊の避難者の
情報を把握できるようにします。

・いわゆるエコノミークラス症候群の対策として、（別紙１０（エコノミークラス症候群の予防のために））を避難者等に配布し、歩行
や水分補給等を進めるなど、避難者への適切な支援を行うとともに、ホテル・旅館、研修所、その他宿泊施設等の避難所を活用す
ることも考えられます。

・車のように狭く気密な空間では短時間で車内の温度が上昇しやすく、熱中症の危険性が高まります。車両スペースはできるだけ日
陰や風通しの良い場所を確保し、車用の断熱シートや防虫ネット、網戸を使用する等の工夫をします。また、車のエンジンをかけたま
まカーエアコンを入れていても、暑い場所では自動車はオーバーヒートしてエンジンが停止してしまうため、特に乳幼児等の自分で行動で
きない者を車の中で一人にさせないようにします。

・夜間等寝るときにエンジン、エアコンをつけたままにすることは避けるようにします。

■ 「避難所における新型コロナウイルス感染症への対応に関するＱ＆Ａ」（第３版）（抜粋）
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訓練ガイドラインで示されている車中泊避難を想定した訓練内容
○ 内閣府、消防庁、厚生労働省、環境省が示している「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営

訓練ガイドライン」（第３版）において、やむを得ず車両避難者が来所することが想定される場合の訓練内容を示して
いる。

○ 訓練において実施すべき内容として、車中泊避難者の情報把握、健康指導、定期的な巡回、物資や食料の配布
が挙げられている。

11．車両避難者（車中泊者）への対応訓練（駐車スペースがあって、やむを得ず車両避難者が来所することが想定される場合）

＜実施事項＞
① 車両避難者（車中泊者）の情報把握

物資の配布等を通じ、避難者の情報を把握する。
受付場所を設置する場合は、密にならないように配慮する。

② 駐車位置の指定
災害に応じた駐車場所に留意すること。具体的には、豪雨時は浸水しないよう周囲の状況等を十分確認する必要がある。
車と車の間のスペースを十分にとるよう案内する。

③ 健康指導
車両避難者に「エコノミークラス症候群の予防のために」を配布し、歩行や水分補給等を勧めるなど、エコノミークラス症候群に対す
る注意喚起とその予防について支援を行う。

④ 定期的な巡回
熱中症や深部静脈血栓症（いわゆるエコノミークラス症候群）に配慮する。

⑤ 物資や食料の配布
個別配布か、避難所に取りに来てもらうかルール設定する。
着圧ストッキングの配布を考慮する。

※ 平時から車両避難者をやむを得ず受け入れる場合の条件（安全な駐車場所の確認、熱中症やエコノミークラス症候群対
策）を検討し、事前に周知することを考慮する

■ 「新型コロナウイルス感染症対策に配慮した避難所開設・運営訓練ガイドライン」（第３版）（抜粋）
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平成28年熊本地震における熊本市の取組
○ 平成28年の熊本地震の際に、熊本市においても車中泊避難者が多く発生したところ、その際の状況や実施した支援

内容が、「熊本市震災記録誌」に整理されている。
○ 夜間のみ駐車場に戻ってくる、転々と場所を変更する避難者がいるといった車中泊避難の特徴から、人数等の状況

把握が困難であったことが示されている。
○ 支援内容としては、物資の配給やエコノミークラス症候群の対策に係るチラシの配布、弾性ストッキングの支給等が行

われている。

熊本市「平成28年熊本地震 熊本市震災記録誌」（2018）をもとに内閣府で作成

・車中泊避難者の把握や対応については、地域防災計画等での
対応記載はなかった。

・市長からは車中泊避難への静脈血栓塞栓症（エコノミークラス症
候群）対策について、14日の前震直後から指示が出ていたが、
車中泊避難者は日中の時間帯は駐車場等にいないが、就寝時
の夜間のみ駐車場等に戻ってくるため、指定避難所以外の車中
泊避難者数を正確に把握することは難しかった。

・さらに、車中泊を行うための駐車場も毎夜同じところとは決まってお
らず、転々と場所を変更する避難者もいるため、車中泊避難者の
実態を把握することは極めて困難であったことから、今回の地震に
おいて指定避難所以外の車中泊避難者数などは、ほぼ把握でき
ていなかった。

・また、指定避難所以外の車中泊
避難者の把握については、把握が
難しかった状況に加え、本市職員
は災害復旧や指定避難所の運営
等に優先的に人員を投入していた
ことから、実態把握が困難な指定
避難所以外の車中泊避難に人員
を投入することができなかった。

・そのような中、指定避難所のグラウンド等で車中泊避難をしてい
る被災者に対しては、他自治体の応援保健師等の支援もあり、
物資の配給や静脈血栓塞栓症対策としてチラシの配布を行うな
ど、啓発・周知に努めた。また、静脈血栓塞栓症予防となる弾
性ストッキングの支援があったことから、希望者には弾性ストッキン
グの支給を行った。

・一方、指定避難所以外の車中泊避難者には、支援の手が足り
ず、市ＨＰや市長ツイッター等において静脈血栓塞栓症の注意、
啓発を行うとともに、保健師等の市職員や市民病院看護師が
指定避難所以外の車中泊避難者に気付いた時には、静脈血
栓塞栓症予防等の積極的な声かけを行う程度の支援しかできな
かった。

・ただし、一部地域コミュニティセンター等の指定外避難所において
は、市民病院看護師がチェックリストを活用した巡回や、血栓検
査を実施するなど静脈血栓塞栓症対策に努めた。また、今回の
地震や余震への恐怖により、地震後トラウマで家に帰れない子ど
も等への心のケアとして、こころの健康センターが作成した絵本
「やっぱり、おうちがいいな」を市ＨＰ等で公開し、自宅に帰れるよ
う啓発活動を行った。

熊本地震での車中泊避難の状況 熊本地震での車中泊避難者への支援
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自治体の取組の例（新潟県）
○ 新潟県では、防災に役立つ各種パンフレットを作成し、防災意識啓発に活用している。車中泊についても、災害時に

やむをえず車中泊避難をする場合に備えて、注意するポイントなどをパンフレットに整理し、公表している。
○ 安全な車中泊避難を実施するためのポイントとして、①安全な場所を選ぶこと、②車中で体調を崩さないこと、③必

要なものを用意することの３つを挙げている。

資料提供：新潟県
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自治体の取組の例（徳島県）

○ 徳島県では、災害時には、一定程度の「車中泊」する者が出ることは否めず、実情を踏まえた対策（事前準備や災
害時の対応等）の検討が必要であることから、「徳島県災害時相互応援連絡協議会」での議論を経て、「災害時の
『車中泊』対応ガイドライン」を取りまとめ、管内の自治体に送付している。

〇 ガイドラインでは、災害時の対応として、原則として避難所への避難者同様の支援を行うこと、支援に必要な情報の
把握に努めること、指定避難所を拠点として、食糧・救援物資の供与や必要な情報提供等を行うこと、仮設トイレや
手洗い場の設置といった衛生対策を講じること、保健師と連携して避難者の健康管理に留意することが示されている。

■ 徳島県「災害時の「車中泊」対応ガイドライン」（抜粋）

４ 災害時の対応

（１）「車中泊」する避難者への支援
・原則として、災害救助法の適用等も踏まえ、避難所への避難者同様の支援を行う。
・「車中泊」する避難者についても、避難者台帳等により支援に必要な情報の把握に努めるものとする。
・指定避難所を拠点として、食糧・救援物資の供与や必要な情報提供等を行う。

（２）衛生・健康管理
・仮設トイレや手洗い場の設置をはじめ、「車中泊」場所における衛生対策を講じる。
・保健師等と連携し、「車中泊」する避難者の健康管理に留意する。

特に「エコノミークラス症候群」の予防については、水分補給や適度な運動の推奨のほか、県備蓄の「弾性ス
トッ キング」の配付も併せて対応する。

資料提供：徳島県 23



九州防災パートナーズの車中泊避難所設置マニュアル①
○ （一社）九州防災パートナーズでは、安全な避難の方法の１つとして「車中泊避難」を確立し、避難の選択肢を広

げる観点等から、「車中泊避難所設置マニュアル」を策定している。
○ マニュアルでは、車中泊避難所における必要な支援や役割と人員配置について、示されており、車中泊避難での必要

な支援・役割として、巡回支援、情報支援、医療的支援、受付・誘導等が挙げられている。

第1節 車中泊避難所における必要な支援
□運営体制と属性：運営に女性やその他属性の方の参加するようにする
□巡回支援

各車両を見回り、車中泊避難者の「状況確認」「健康確認」を行う
□情報支援：必要な情報を届ける

・掲示板の設置
情報が掲示板に残る➡情報を得る機会の逸失が少ない
情報を見に来る➡身体を動かすきっかけ

・チラシ
車両の再配置など重要情報の周知に有効

・回覧板
避難者相互の関係づくりに有効
日中人がいないときには回らない可能性あり

・LINEオープンチャット
設定が容易（個人アカウントからも設定可）
本部ー避難者間の連絡手段として有効
名前の変更ができる
後からログの確認ができる

・FMトランスミッター
FMラジオを介した情報伝達
機材の用意

入力：マイク
中継：FMトランスミッター
出力：FMラジオ

発信する情報➡定時連絡/ローカル情報など

□医療的支援＝ＤＭＡＴに準ずる

第3節 車中泊避難所の役割と人員配置について
□役割/人員配置

・受付時
受付（検温・説明・書類配布）
誘導（駐車位置/書類回収）

・運用時
巡回支援/再配置/出入確認/物資配布 など（要検討）

・役割の明確化と役割分担
※避難者が運営に参画する仕組みを作る

例：車中泊避難所に来る人を地域との事前の協議で決定
➡地域と指定管理者でルール決め＆運営

※運営人員と避難者→運営に関わる避難者に「責任」を負わせない！！

□検討事項
・車中泊避難所内の避難者同士のネットワークの作り方

（例：情報伝達→回覧板 / 班編制 役割分担など）

・避難所の運営体制のパターン想定
（車中泊避難関わるステークホルダーの構成を考慮した運営体制の想定）

出典：（一社）九州防災パートナーズ 「車中泊避難所設置マニュアル」（2022） 24



九州防災パートナーズの車中泊避難所設置マニュアル②

○ 必要な機能と配置のポイントとして、トイレ、給水/排水、電源、休憩所、更衣室、本部の設置について、それぞれの
設置の注意点や確認すべき事項等が示されている。

第4節 車中泊避難所の機能と配置のポイント
□トイレ：

・急性期には50人つき1台。安定期では20人に1台を用意する
・トイレの台数のおける男女比は、男1：女3（スフィア基準）
・感染予防対策として

□利用方法の注意喚起の張紙□消毒液□ペ-パ-タオルを用意する
・使用後の紙の処理について

トイレを利用した後のトイレットペーパーの分別方法を考慮しておく
・仮設トイレについて
1台の容量は500ℓである。
仮設トイレ1台がいっぱいになる人数を積算してみる

➡１人１回あたりの排泄量1.5ℓ、トイレに行く回数を１日5回と仮定
500ℓ÷1.5ℓ＝約300人分/1台 300人分÷5回＝約60人分/1台

□給水/排水：
・施設の既存の物の場所と数量を確認する

□電源：
・施設の既存の物の場所と数量を確認
・電源車：

車の性能を確認しておく（発電・給電方法と充電容量など）
利用可能のワット数の使用用途を想定しておく

□休憩所：
・日中外に出ない人のための情報交換の場として設置する

□更衣室：
・車内では狭くて着替え等は難しいため用意する

□本部：
・支援体制づくりと支援内容を想定しておく

➡管理者のみでの避難所運営ではなく避難者も運営に関わる仕組みを作る
➡想定される支援内容は

巡回支援（避難者の健康状態等の把握）
情報支援（避難者に必要な情報の提示提供）
支援物資の配布
医療・衛生（エコノミークラス症候群対策 その他はDMATに準じる）

・避難所の情報の整理と把握
施設名/責任者/連絡先（電話）避難者数/要配慮者数・属性既存の設
備/必要物品

➡災害対策本部等と情報共有する

出典：（一社）九州防災パートナーズ 「車中泊避難所設置マニュアル」（2022） 25



車中泊避難者に対する支援の内容を検討する際の視点について

◇ 避難所に避難している者と同程度の支援をする必要があるということを前提に、物資支援、
弾性ストッキング・着圧ソックスの配布、エコノミークラス症候群対策としての健康管理と
いった支援が必要と考えられるが、このほかにどのような支援が必要か。

◇ トイレの確保、避難者がどれだけいるかなどの車中泊避難者への支援を行うために車中泊避
難を行う場所として、備えるべき機能をどのように考えるか。
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車中泊避難場所の運営・管理方法について
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避難所の運営の考え方について
○ 「取組指針」において、「避難所の運営担当者は、避難所の設置後、施設管理者や市町村職員による運営から避

難者による自主的な運営に移行するため、被災前の地域社会の組織やNPO・NGO・ボランティアの協力を得るなどし
て、その立ち上げや地域コミュニティ維持に配慮した運営となるよう支援すること」とされている。

○ また、「避難所運営ガイドライン」では、避難所生活は住民が主体となって行うべきものであるが、その運営をバック
アップする体制の確立は、市町村の災害対応業務の根幹の１つとされている。

□ 避難所運営ガイドラインでは、避難所の被害状況把握の実施や被害を受けた避難所の応急修理等は、避
難所支援班や施設管理者、避難所派遣職員の担当とされ、主に行政の役割とされている。

□ 他方で、避難所の運営会議の開催や運営ルールの確立等については、主に避難者等を含む地域の方で構
成される避難所運営委員会で実施することとされている。

□ このように「避難所運営ガイドライン」においては、安全確認や開設については行政側の役割が示されている一
方で、運営については初期の段階から地域の方の参画が想定されている。
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自治体の取組の例（徳島県）
○ 徳島県の「災害時の「車中泊」対応ガイドライン」では、「車中泊」場所として、指定避難所と隣接するグラウンドや、

大規模商業施設の駐車場等をあらかじめ選定し、「車中泊」場所として指定することとされている。また、検討にあたって
は、施設管理者のほか、地域の自主防災組織や町内会等と連携し、必要な協議（住民への周知や運営体制等）
を行うことが望ましいとしている。

○ 車中泊の期間について、被災状況や避難者への支援のほか、駐車場場所管理者との調整等を総合的に勘案して
対応するとしつつ、避難者の健康管理（エコノミークラス症候群等）等を考慮し、長期避難を想定するものではなく、
指定避難所への移動を誘導するとしている。

■ 徳島県「災害時の「車中泊」対応ガイドライン」（抜粋）
３ 事前の対応
（１）「車中泊」場所の検討・指定

・必要に応じて、指定避難所と隣接するグラウンドや、大規模商業施設の駐車場等をあらかじめ選定し、「車中泊」場
所として指定する。

・指定にあたっては、地域のハザードマップ等を考慮し、災害リスクを考慮した場所を選定する。
・指定場所の収容台数等をあらかじめ試算するとともに、効率的なレイアウト等も検討する。
・検討にあたっては、施設管理者のほか、地域の自主防災組織や町内会等と連携し、必要な協議（住民への周知や

運営体制等）を行うことが望ましい。
※市町村の取組例

・北島町北公園グラウンドで、100台程度収容可
・石井町前山公園で、50台程度収容可

４ 災害時の対応
（３）避難期間
・被災状況や避難者への支援のほか、駐車場所管理者との調整等を総合的に勘案して対応するが、避難者の健康

管理（エコノミークラス症候群等）等を考慮し、長期避難を想定するものではなく、指定避難所への移動を誘導する。
資料提供：徳島県 29



九州防災パートナーズの車中泊避難所設置マニュアル③
○ 車中泊避難場所の運営・管理においては、車中泊避難者と避難所避難者の駐車スペースの区分、車の運行する幅

の確保や通行方向、駐車区分け（車＋生活空間が必要）、必要な機能の配置、バッファゾーンの確保といった車中
泊避難特有の事項があり、こういったことについても事前から想定・準備を進めておく必要があるとしている。

□スペース区分
・車中泊避難者と予定避難所への避難者の駐車場の区分

➡受入れ数の設定をおこなう
・車中泊避難者のスペース内における区分についての想定をおこなう

（例：支援が必要な人,最低限の関与を求める人,男女,ペット連れ）
➡再配置で対応する

□車路の確保
・車路幅5～6ｍを確保し通行方向（一方通行）を決める
・出入口の確認、確保する

□駐車区分け
・車中泊避難に必要なスペースは「車＋生活空間」を確保すること

既存駐車場：1台につき1.5～2台分（参考：車椅子用駐車スペース）
グランド等：幅:3.5ｍ×奥行:5.0～6.0ｍ

□車中泊避難所に必要な機能の配置
・車中泊避難所に必要な機能として以下のものが考えられる。

トイレ、給水、排水、ゴミ捨て場、物資配給所、本部、休憩所など受入数、スペース区分や出入り口
からの距離などを考慮して設置する数、場所を考え配置する

□バッファゾーン
・バッファゾーンとは、車中泊避難をする車両の受入れ受付をする際に、

車中泊避難所への接続道路の渋滞を防ぐため、場内等に車を一時的に駐めておける場所のこと。
駐車場奥や立体駐車場などであれば最上階などを活用し確保する。

・生活空間が後方になる＝狭く感じる
・前から入るか後ろから入るかで使い勝手が異なる
・デッドスペースが多いかも
◎１台ずつ取れる

・ドアの開閉方向（スライドドアの勝手方向）
・共有スペースの争いになる
◎誘導しやすい
・緊急避難時OK 生活避難時？

・ドアの開閉方向（スライドドアの勝手方向）
◎占有スペースが取れる（運転席側etc）
・誘導が必要
◎合理的
◎再配置の際、有力な駐め方

【駐車区分けの例】

出典：（一社）九州防災パートナーズ 「車中泊避難所設置マニュアル」（2022） 30



九州防災パートナーズの車中泊避難所設置マニュアル④
○ 車中泊避難所の運営における役割の明確化と役割分担について、避難者が運営に参画する仕組みをつくることとし

ているほか、車中泊避難所内の避難者同士のネットワークの作り方や避難所の運営体制のパターンの想定を検討する
こととされている。

第3節 車中泊避難所の役割と人員配置について
□役割/人員配置

・受付時
受付（検温・説明・書類配布）
誘導（駐車位置/書類回収）

・運用時
巡回支援/再配置/出入確認/物資配布 など（要検討）

・役割の明確化と役割分担
※避難者が運営に参画する仕組みを作る

例：車中泊避難所に来る人を地域との事前の協議で決定
➡地域と指定管理者でルール決め＆運営

※運営人員と避難者→運営に関わる避難者に「責任」を負わせない！！

□検討事項
・車中泊避難所内の避難者同士のネットワークの作り方

（例：情報伝達→回覧板 / 班編制 役割分担など）

・避難所の運営体制のパターン想定
（車中泊避難関わるステークホルダーの構成を考慮した運営体制の想定）

出典：（一社）九州防災パートナーズ 「車中泊避難所設置マニュアル」（2022） 31



平成28年熊本地震における熊本市の車中泊避難場所の例
○ 平成28年の熊本地震の際に、熊本市においても車中泊避難者が多く発生したところ、その際の状況や実施した支援

内容が、「熊本市震災記録誌」に整理されている。
○ 熊本地震の発災時、実際に車中泊避難が行われた場所として、大型の都市公園や大型商業施設の駐車場が挙

げられている。

熊本市「平成28年熊本地震 熊本市震災記録誌」（2018）をもとに内閣府で作成

都市公園

・自動車を使用しての自主的な避難によるものが多く車中泊者
が中心である。広大な駐車スペースがあるための避難と考えられ
る。

・最も多くの避難者数が確認された長嶺西にある大型商業施
設では、最大時1,200人もの車中泊者があったが、商業施設
自体も被災して営業をとりやめた。そのため、トイレが使えず、避
難者の多くは熊本赤十字病院まで10分かけて歩きトイレを使
用した。18日に、仮設トイレ5基が設置され、19日から、市より
支援物資が供給されはじめた。以降、5月5日までは避難所活
動（物資支援）が継続された。

・防災倉庫や耐震性貯水槽のある大型の都市公園（近隣公園）
では、発災直後から多くの避難者が押し寄せ、その後、錦ヶ丘公
園や秋津中央公園などでは継続的に避難所活動が展開された。

・主に町内自治会やボランティアなどが自主的に避難所の運営を
行った。

・避難者は、指定避難所までの距離が遠いため、移動が難しい高
齢者や、自宅の状態が気がかりな地域住民などが主に夜間、避
難に来ていた。

・また多くの都市公園で、町内自治会長や公園愛護協会関係者
が公園の施錠を開放したために夜間に車中泊者が多く滞在した。

・公園内に老人憩の家や地域公民館などの集会所がある都市公
園では、避難者の夜間宿泊や地域住民で食材を調達しての炊き
出しなども多くの箇所で行われた。原則、食料などは自分たちで持
ち寄っていたため、市へ物資の支援を要請した箇所もあったが、支
援物資が十分だったとはいえず、近隣の指定避難所や災害支援
団体からの支援を受けた所もあった。

・運営関係者自身も被災者であることから、ライフラインの復旧等と
ともに炊き出し等の活動を短期間で終結させ、滞在する避難者を
指定避難所へ計画的に誘導し、避難所活動を終結させた箇所も
あった（中川鶴公園等）。

・炊き出し等は行わないが、町内自治会等が避難者を確認し、
近くの指定避難所から物資を支援する活動もあった。

・全体として日常的にコミュニティ活動の場所として利用されて
いる都市公園は、自主的な避難所活動が展開される傾向に
あったといえる。

大型商業施設駐車場
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車中泊避難場所の運営・管理方法を検討する際の視点について

◇ 車中泊避難者の支援において、行政が実施すべきところをどのように考えるか。

◇ 特に、指定避難所の駐車スペースを利用することが多くなるであろうことも踏まえ、車中泊避難場所の設
置期間についてどのように考えるか。

※これまでの自治体の取組においては、車中泊を長期間実施すべきではなく、順次避難所への誘導を行うべきとする例もあ
る。一方、車中泊避難については、避難所に入れなかった方がやむを得ず、車中泊を行っている場合のほか、個々の事情
により、避難所での避難生活よりも車中泊避難のほうが望ましいとして車中泊避難を実施している場合もあると考えられる。

◇ 大規模災害の事例においては、都市公園や大型商業施設の駐車場といった場所で車中泊避難を行って
いる事例もあるが、活用される場所や施設をどのように考えるか。

◇ 指定避難所の駐車場等を車中泊避難者向けの場所と位置づける場合、指定避難所の指定・公表の枠
組みを利用しながら、車中泊避難が可能な指定避難所という打ち出しをすることも考えられるがどうか。

また、この場合に指定避難所での支援との関係で留意すべきことがあるか。
※避難所における避難者は、防犯の観点から夜間に施錠をすることが望ましいと考えることが想定されるが、車中泊避難者

も夜間にトイレを利用することが想定され、両者の調整が必要となる。トイレについては指定避難所であっても、屋外にマン
ホールトイレを設置する、仮設トイレを設置するといったような対応が考えられる。
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